
平成２８年度　下野市行政評価市民評価　ヒアリング資料
事務事業
番号 410

事務事業名 産業振興部雇用創出基盤整備事業 商工観光課

１３節　委託料

事業目的

　市内の工業団地は分譲が完了しており新規立地が難しい状況にあることから、産
業団地造成に向けた条件整備を進め、早期の事業着手を図ることにより、新規企
業の立地促進及び雇用の安定と拡大を図り、商工業の活性化によるまちづくりを目
指す。

１４節　使用料及び賃借料

１５節　工事請負費

１８節　備品購入費

１９節　負担金補助及び交付金

２０節　扶助費

２２節　補償補填及び賠償金

２３節　償還金、利子及び割引料

継続実施

見直し実施

廃止

Ｃ

効率性

Ａ ○

Ｂ

所管部課

類型
区分 Ⅰ

○

現総合計画前期基本計画では、基本施策４－２「商工業による躍進するまちづくり」、
施策３「雇用・就業機会の拡充」に明確に位置付けられています。
恵まれた自然環境、交通利便性の良さ、豊かな地域資源などの立地条件を活かし、新た
な産業、企業等の誘致につなげるための基盤整備は、魅力的な雇用の場を作り若者の移
住・定住を図るうえでも重要な事業であり、本市の地方創生を推進するものでありま
す。企業誘致を推進するための産業団地造成に向けた事業であることから、必要性をＡ
としました。

本格的な人口減少時代の到来、東京への人口一極集中により地方の人口が減少している中で、
本市においても人口減少が予想され、地方創生の推進が強く求められており、人口流出を抑え
るとともに、新たな人の流れをつくり、移住・定住人口を増加させることは緊急の課題であり
ます。
企業誘致において、産業団地整備は不可欠であり、下野市の弱みである新たな雇用の確保に取
り組む本事業は、有効な手段であり、全国的な地方創生の動きの中において本市においても積
極的に推進する必要があります。
以上のことから、緊急性をＡとしました。

下野市は首都圏からのアクセスがいいことからも、本事業は企業誘致を推進するための
施策として期待され、また適地選定として候補地を調査の上点数化し評価することで、
最適な整備個所を検討しております。
企業誘致により、将来的には定住人口等が増加し、また市内産業の活性化が図られ、税
収の確保にも繋がっていくものであります。
以上のことから、効率性をＡとしました。

【継続事業の場合】事業進捗に対する影響等を考慮し、事業を休止した場
合の影響が大きく、事業縮小の可能性が見当たらない場合など。
【新規事業の場合】財政負担以外において、事業を実施しなかった場合の
影響が大きく、本事業以外の解決策が見当たらない場合など。

事務事業の質の向上に係る改善・工夫の見込みがあり、さらに経費削減、
改革への取組が期待できる場合など。

総合評価

必要性

○

事業推進方針判断に際しての３つの視点

Ｃ

○

第二次下野市総合計画前期基本計画に明確に位置付けられている場合、事
業実施が求められるような社会情勢の変化、さらに国・県の制度変更によ
り実施することが義務付けされた場合など。

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ｂ

緊急性

Ａ

総合計画
での位置
付け

施策

地域資源を活かし、産業・地域が躍進するまちづくり

雇用・就業機会の拡充

商工業による躍進するまちづくり

4

2

3

根拠法令
等

事
業
計
画

事
業
費

5,735千円 2,949千円 20,000千円 20,000千円

工場適地調査 地権者意向調査
候補地選定

事業概要

 　産業振興計画に位置付けた「新規立地に向けた産業用地の確保」の取組として、
平成27年度に工場適地調査を実施し、市内6か所を交通アクセス、インフラ整備状
況、開発規模の確保などの客観的評価を行った。平成28年度に評価の高かった仁
良川地区と西坪山工業団地東地区の地権者に意向調査を実施し、その結果及び
現況条件等を考慮し開発地区を選定する。
　産業団地整備の事業主体は、 栃木県企業局若しくは栃木県土地開発公社による
造成を県との協議により進める。

事

業

内

容

平成２８年度　　委託料　2,862千円　地権者意向調査

平成２９年度以降の事業について
　産業団地造成事業については、栃木県企業局若しくは栃木県土地開発公社による事業化を想
定しており、今後、栃木県との協議を進める中で、事業の実施及びスケジュールを決めるととも
に、作業や費用の分担を決めていくこととなる。
　従って、事業概要及び事業内容（事業費含む）は、県との協議前の本市が想定した内容である。
平成２９年度着手が見込まれる業務　　委託料　20,000千円
　・県への事業化要望
　・土地登記簿からの権利調査及び図面作成
　・農業振興地域であることから、農振除外手続き
　・関係機関との事前協議及び調整　等
　・地権者及び周辺住民等への説明会の開催
　・地権者交渉
平成３０年度着手が見込まれる業務　　委託料　20,000千円
　・現況測量、基本設計、実施設計等
　・都市計画法に基づく大規模開発及び市街化区域編入手続き
　・森林法に基づく開発手続き
　・文化財保護法に基づく手続き及び試掘

そ
の
他

（
過
年
度
実
績
・

事
業
費
詳
細

等

）

（単位：千円）

財
源

事
業
費
内
訳

国県支出金 地方債・その他 一般財源
20,000千円

　１節　報酬

　７節　賃金

20,000

その他①（２・３・４・５・６・１０節）

その他②
（１６・１７・２１・２４・２５・２６・２７・２８節）

　８節　報償費

　９節　旅費

１１節　需用費

１２節　役務費

備考
第二次下野市総合計画前期基本計画に明確に位置付けられている。『総合計画【４－２－
２】新たな産業の誘致・育成』においても関係している事業である。

年
度
別

地権者交渉
許認可手続き

地権者交渉
許認可手続き

平成３０年度平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

対
象
年
度








